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(57)【要約】
【課題】操作部と接続部との螺合した部分が処置中の回
転操作より緩んで外れることを防止するとともに、注液
口の向きを注液作業がし易い位置から移動しないように
仮固定することが可能な内視鏡用処置具を提供すること
。
【解決手段】長尺円筒状の可撓性シース２と、可撓性シ
ース２の円筒内に挿通され、押し引き操作されることに
より該円筒内を軸方向に進退自在な操作ワイヤ３と、操
作ワイヤ３の先端に設けられ、患部に処置を行うための
処置部と、操作ワイヤ３を進退操作するための操作部１
０と、可撓性シース２と操作部１０の間に配置され、処
置部に対して送液するための注液口１１ａを設けた注液
部１１と、を備え、注液部１１と操作部１０とを螺合に
より連結する内視鏡用処置具であって、前記螺合状態を
仮固定するための係止機構１７を設ける。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長尺円筒状の可撓性シースと、
　該可撓性シースの円筒内に挿通され、押し引き操作されることにより該円筒内を軸方向
に進退自在な操作ワイヤと、
　該操作ワイヤの先端に設けられ、患部に処置を行うための処置部と、
　前記操作ワイヤを進退操作するための操作部と、
　前記可撓性シースと操作部の間に配置され、処置部に対して送液するための注液口を設
けた注液部と、を備え、
　該注液部と操作部とを螺合により連結する内視鏡用処置具であって、
　前記螺合の状態を仮固定するための係止機構を設けることを特徴とする内視鏡用処置具
。
【請求項２】
　前記係止機構は、
　前記操作部に配置され、前記注液部の方向に向けて突出する突起と、
　前記注液部に配置され、前記操作部の方向に向けて突出する突起とを含み、
　前記螺合により、前記操作部又は前記注液部の一方に配置される突起が他方の突起を乗
り越えることにより係止することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡用処置具。
【請求項３】
　前記操作部又は前記注液部の一方に配置される突起は半球状であり、
　前記操作部又は前記注液部の他方に配置される突起は、前記半球状の突起の直径よりも
長い長辺を有し、該長辺が前記半球状の突起と螺合過程において接するように前記操作部
又は前記注液部の向かい合う面に設けられた直方体であることを特徴とする請求項２に記
載の内視鏡用処置具。
【請求項４】
　前記可撓性シースと前記注液部との間に配置され、前記可撓性シースと前記注液部とを
連結するためのシース接続部を備え、
　該シース接続部と前記注液部とを螺合により連結するとともに、前記螺合の状態を仮固
定するための第２の係止機構を設けることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載
の内視鏡用処置具。
【請求項５】
　前記第２の係止機構は、
　前記シース接続部に配置され、前記注液部の方向に向けて突出する突起と、
　前記注液部に配置され、前記シース接続部の方向に向けて突出する突起とを含み、
　前記螺合により、前記操作部又は前記注液部の一方に配置される突起が他方の突起を乗
り越えることにより係止することを特徴とする請求項４に記載の内視鏡用処置具。
【請求項６】
　前記シース接続部又は前記注液部の一方に配置される突起は半球状であり、
　前記シース接続部又は前記注液部の他方に配置される突起は、前記半球状の突起の直径
よりも長い長辺を有し、該長辺が前記半球状の突起と螺合過程において接するように前記
シース接続部又は前記注液部の向かい合う面に設けられた直方体であることを特徴とする
請求項５に記載の内視鏡用処置具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡のチャネル内に挿通され、体腔内で処置を行うための内視鏡用処置具
に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　一般に、内視鏡のチャネル内に挿通され、体腔内に突出して処置を行うための内視鏡用
処置具は、長尺状の可撓性シースの先端側に処置部が配置され、基端側に操作部が連結さ
れた構成となっており、この操作部に、液体を注入して可撓性シースの先端側から体腔内
に造影剤や薬液等を送り出すための注液口を設けるものが知られている。
【０００３】
　このよう操作部を有する内視鏡用処置具が記載された文献としては、例えば下記特許文
献１が挙げられる。
　特許文献１に記載の技術は、複数の流路を設けたマルチルーメンチューブからなる可撓
性シースと操作部とを接続する接続部に、流路に連通する２以上の注液口または廃液口を
設けることにより、送液と廃液とを別の流路によって行うことができるものとなっており
、接続部の基端を操作部の先端に螺合することにより連結している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２３３２６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の内視鏡用処置具は、上記接続部を操作部に螺合することにより連結
している為、体腔内の患部に対する処置部の向きを調節するために操作部を回転操作する
ときに、螺合した部分が緩んで接続部が外れたり、接続部の緩みにより注液口の向きが定
まらず、注液作業が困難になるという課題があった。
　また、この緩みを解消するために、接着剤を用いて固着することも考えられるが、接着
材を用いた場合は、接着剤の劣化による破損という課題があった。
　なお、一般的に、注液口は、操作部の後端側から見た図５（ａ）に示すように、上側（
操作時の天井側）の斜め側方、すなわち、操作者が右利きの場合、上斜め右方向に向くよ
うに配置されるのが好ましい。
【０００６】
　このような課題に鑑みて本発明は、操作部と接続部との螺合した部分が処置中の回転操
作より緩んで外れることを防止するとともに、注液口の向きを注液作業がし易い位置から
移動しないように仮固定することが可能な内視鏡用処置具を提供することを目的とする。
 
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するために本発明による内視鏡用処置具は、長尺円筒状の可撓性シース
と、該可撓性シースの円筒内に挿通され、押し引き操作されることにより該円筒内を軸方
向に進退自在な操作ワイヤと、該操作ワイヤの先端に設けられ、患部に処置を行うための
処置部と、前記操作ワイヤを進退操作するための操作部と、前記可撓性シースと操作部の
間に配置され、処置部に対して送液するための注液口を設けた注液部と、を備え、該注液
部と操作部とを螺合により連結する内視鏡用処置具であって、前記螺合の状態を仮固定す
るための係止機構を設けることを第１の特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、前記第１の特徴の内視鏡用処置具において、前記係止機構は、前記操
作部に配置され、前記注液部の方向に向けて突出する突起と、前記注液部に配置され、前
記操作部の方向に向けて突出する突起とを含み、前記螺合により、前記操作部又は前記注
液部の一方に配置される突起が他方の突起を乗り越えることにより係止することを第２の
特徴とし、前記第２の特徴の内視鏡用処置具において、前記操作部又は前記注液部の一方
に配置される突起は半球状であり、前記操作部又は前記注液部の他方に配置される突起は
、前記半球状の突起の直径よりも長い長辺を有し、該長辺が前記半球状の突起と螺合過程
において接するように前記操作部又は前記注液部の向かい合う面に設けられた直方体であ
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ることを第３の特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は、前記第１から３のいずれかの特徴の内視鏡用処置具において、前記可
撓性シースと前記注液部との間に配置され、前記可撓性シースと前記注液部とを連結する
ためのシース接続部を備え、該シース接続部と前記注液部とを螺合により連結するととも
に、前記螺合の状態を仮固定するための第２の係止機構を設けることを第４の特徴とする
。
【００１０】
　また、本発明は、前記第４の特徴の内視鏡用処置具において、前記第２の係止機構は、
前記シース接続部に配置され、前記注液部の方向に向けて突出する突起と、前記注液部に
配置され、前記シース接続部の方向に向けて突出する突起とを含み、前記螺合により、前
記操作部又は前記注液部の一方に配置される突起が他方の突起を乗り越えることにより係
止することを第５の特徴とし、前記第５の特徴の内視鏡用処置具において、前記シース接
続部又は前記注液部の一方に配置される突起は半球状であり、前記シース接続部又は前記
注液部の他方に配置される突起は、前記半球状の突起の直径よりも長い長辺を有し、該長
辺が前記半球状の突起と螺合過程において接するように前記シース接続部又は前記注液部
の向かい合う面に設けられた直方体であることを第６の特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明による内視鏡用処置具は、注液部と操作部とを螺合により連結すると共に、前記
螺合の状態を仮固定するための係止機構を設けた為、注液部と操作部との螺合した部分が
処置中に緩んで外れることを防止することができるとともに、注液口の向きを注液作業が
し易い位置から移動しないように仮固定することができ、注液作業がし易い。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の内視鏡用処置具の全体構成を示す図。
【図２】本発明の実施例１による内視鏡用処置具の操作部の分解図。
【図３】本発明の実施例１による内視鏡用処置具の操作部の組み立てを説明する断面図。
【図４】本発明の実施例１による内視鏡用処置具の操作部の断面図。
【図５】本発明の実施例１による内視鏡用処置具の操作を説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明による内視鏡用処置具の一実施例を図面を参照して詳細に説明するが、ま
ず、本発明の内視鏡用処置具の全体構造を説明する。
【００１４】
　本実施例による内視鏡用処置具１は、図１に示す如く、後端に操作部１０が取り付けら
れる樹脂やコイル等からなる細長い可撓性シース２と、この可撓性シース２内に進退自在
に挿通される操作ワイヤ３と、前記操作ワイヤ３の先端に連結され、操作部１０の操作に
より操作ワイヤ３を先端側に押す又は後端側に牽引することより（図中Ｘ方向に操作）、
可撓性シースの先端に配置された一対の先端電極が鋏状に開閉（図中Ｙ方向に開閉）して
処置を行う処置部である鋏部４を備え、操作部１０と注入部１１とシース接続部１２は、
合成樹脂等の加重や加圧により微少変形可能な材質により構成されている。
　なお、本実施例においては、処置部を鋏部とする例を示すが、これに限られず、処置部
を、例えば、複数の弾性ワイヤからなり、自己付勢により籠状に膨らみ、体腔内の異物を
把持し又は破砕するためのバスケット部やその他機能の処置部としてもよい。
　また、本実施例においては、図１右方の操作部１０側に向かう方向を後端側（又は基端
側）と呼び、図１の鋏部４に向かう方向を先端側と呼ぶ。
【００１５】
　前記操作部１０は、可撓性シース２の基端側に配置され、操作者に把持される操作部本
体１０ａ及び操作部本体１０ａに対して相対移動可能なスライダ１０ｂとを備え、操作部
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本体１０ａとスライダ１０ｂとを図中Ｘ方向に相対移動させることによって、操作ワイヤ
３を進退操作して、鋏部４を開放状態と閉止状態とに変位させるように構成されている。
　なお、操作ワイヤ３の基端側には、押し込み操作時に座屈しないようステンレスパイプ
等からなる補強パイプ１６（図３）が被服されている。
　また、スライダ１０ｂには、高周波電源コードを接続するための電源接続端子１０ｃが
設けられ、操作ワイヤ３を介して先端の鋏部４に高周波電流を通電させることができる。
【００１６】
　前記操作部１０の先端には、液体を注入するために図示しない注射等を取り付けて可撓
性シース２内を通って先端に薬液等を送液できるように円筒状の注液口１１ａを開口した
注液部１１が取り付けられる。
　この注液部１１は、図２（ａ）の操作部側の外観図（シース２、操作ワイヤ３、折れ止
めチューブ不図示）及び図３の断面図に示すように、軸線方向の貫通孔を有する略円筒状
に形成されると共に、薬液等を注入するための注液口１１ａが側方に向けて一体に突出形
成される。この注液口１１ａは、注液部１１の軸線方向の貫通孔に連通するように、注液
部１１の軸線に対して直角方向に孔を有する。
【００１７】
　前記注液部１１の先端には、可撓性シース２を接続するためのシース接続部１２が連結
される。シース接続部１２は、軸方向に貫通孔を有し、図３に示すように、先端に可撓性
シース２を連結するためのシース基端台１３を配置し、可撓性シース２は、シース基端台
１３に連結固定される。
　なお、符号１４は、可撓性シース２の基端部分がシース接続部１２との連結部付近で急
激に折れ曲がって破損するのを防止するために可撓性シース２の基端部分を囲んで配置さ
れた電気絶縁材からなる折れ止めチューブであり、符号１５、１８、１９は液漏れ防止の
Ｏリングである。
【００１８】
　次に、操作部１０と注液部１１の係合について説明する。
　操作部１０と注液部１１の係合は、図２～図４に示すように、注液部１１の後端側の内
壁に形成された雌ねじと、操作部本体１０ａの先端に段差をもって細外径とされた部分の
外周に形成された雄ねじの螺合により行われ、これら雌ねじと雄ねじは、後述する所定の
角度まで螺合できるようにあらかじめ設定され形成されている。
　また、シース接続部１２と注液部１１の係合は、図２～図４に示すように、シース接続
部１２の後端側の内壁に形成された雌ねじと注液部１１の先端に段差をもって細外径とさ
れた部分の外周に形成された雄ねじの螺合により行われる。
【００１９】
　本実施例による内視鏡用処置具１は、前記注液部１１と操作部本体１０ａの螺合を仮固
定するための第１の係止機構１７と、前記注液部１１とシース接続部１２の螺合を仮固定
するための第２の係止機構１８とを備え、次に、これら係止機構を説明する。
　第１の係止機構１７は、図２（ａ）のＡ－Ａ方向から見た図である図２（ｂ）に示す、
前記注液部１１の円筒状の端面円周上の点対称位置から操作部本体１０ａの方向に向けて
突出する２つの半球状の突起１７ａと、図２（ａ）のＢ－Ｂ方向から見た図である図２（
ｃ）に示す、操作部本体１０ａの雄ねじより後端側に位置する段差部分である円筒状の端
面に放射状に前記突起１７ａの直径よりも長い長辺を有して延び、注液部１１の方向に向
けて突出する４つの直方体の突起１７ｂとを備える。
【００２０】
　この第１の係止機構１７は、前記注液部１１の半球状の突起１７ａ及び前記操作部本体
１０ａの直方体の突起１７ｂとを抽出し、注液部１１側から見た図２（ｄ）に示す如く、
操作部本体１０ａに対して注液部１１を矢印Ｐ方向に回転して螺合し、注液部１１の半球
状の突起１７ａの端面と前記操作部本体１０ａの端面が接近し、合成樹脂性製の突起１７
ａと突起１７ｂとが接触した状態から半球状の突起１７ａが直方体の突起１７ｂを回転し
ながら（変形して）乗り越えるように強く回転させる（締め付ける）ことによって、直方
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体の突起１７ｂが締め付けのＰ方向とは逆の矢印Ｑ方向回転を阻止し、操作部本体１０ａ
と注液部１１とを係止固定することができる。
　なお、この係止状態は、施術処置中に行う回転などによっては解除されないが、解除す
る場合は、矢印Ｑ方向に力を加えて回転させて、突起１７ａが突起１７ｂを乗り越えるこ
とにより行うことができる。
【００２１】
　次に、シース接続部１２と注液部１１とを係合する第２の係合機構１８について説明す
る。
　この第２の係止機構１８は、図２（ａ）に示す、シース接続部１２の後端側の円筒状の
端面円周上の点対称位置から注液部１１の方向に向けて突出する２つの半球状の突起１８
ａと、注液部１１の雄ねじより後端側に位置する段差部分である円筒状の端面に放射状に
前記突起１８ａの直径よりも長い長辺を有して延び、シース接続部１２の方向に向けて突
出する４つの直方体の突起１８ｂとを備える。
【００２２】
　この第２の係止機構１８は、前記第１の係止機構１７と同様に、注液部１１に対してシ
ース接続部１２を回転して螺合し、シース接続部１２の半球状の突起１８ａの端面と注液
部１１の端面が接近し、合成樹脂性製の突起１８ａと突起１８ｂとが接触した状態から半
球状の突起１８ａが直方体の突起１８ｂを回転しながら（変形して）乗り越えるように強
く回転させる（締め付ける）ことによって、直方状の突起１７ｂが締め付けの方向とは逆
の方向回転を阻止し、シース接続部１２と注液部１１とを係止固定することができる。
【００２３】
　次に、本実施例による内視鏡用処置具１の操作について説明する。
　患部に処置を行うときは、一般に、内視鏡用処置具の操作者が右利きの場合、内視鏡用
処置具の操作者は、図５（ｂ）に示すように、電源コードが床側から電源接続端子１０ｃ
に接続された状態で、右手の手の甲を床側に向け、親指を操作部本体１０ａの指掛け部に
掛け、人差し指と中指をスライダ１０ｂの指掛け部に掛け、操作部本体１０ａとスライダ
１０ｂとを図中Ｘ方向に相対的に移動させることにより、内視鏡のチャネル内を通り先端
から突出した処置部の操作を行う。
　薬液等をシースの先端へ送るときは、細く長尺状のシース内を通して先端へ送るため、
操作者が強い力により液体を押し出す必要があり、利き手ではない手の力では不十分な場
合がある。このことから、操作者は、操作部１０を図５（ｂ）の状態で電源接続端子１０
ｃを床側に向けたまま、左手に持ち替えて押さえ、利き手（右手）で注射具を持ち、注液
口１１ａに注射具の先端を入れて注液する。
　このため、注液口１１ａの向きは、電源接続端子１０ｃが床側に向いた状態で左手に持
ったときに、右手側に向くことが好ましく、図５（ａ）に示すように、上右斜め４５度程
程度（送液前の右手で持ったときの人差し指側の上斜め４５°程度）とすると、右手の力
を入れやすく好ましい。
【００２４】
　[効果]
　上述したように本実施例に示す内視鏡用処置具１は、係止機構により螺合状態を係止す
ることにより、操作部と接続部との螺合した部分が処置中の回転操作により緩んで外れる
ことを防止することができるとともに、注液口１１ａの向きを上述した注液作業がし易い
位置から移動しないように仮固定することができ、注液操作がし易い。
　また、係止機構には接着剤を用いていないため、接着剤の劣化による破損の心配がない
。
　更に、接着剤等を用いた場合と異なり、操作部の一部が破損した場合などに操作部のみ
を新しい操作部に付け替えることができるため、処置中に内視鏡から内視鏡用処置具全体
を引き出して処置具全体を交換する必要がなく、迅速な処置が可能となるとともにコスト
の削減にもつながる。
【符号の説明】
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【００２５】
１　内視鏡用処置具、２　可撓性シース、３　操作ワイヤ、４　鋏部、
１０　操作部、１０ａ　操作部本体、１０ｂ　スライダ、１０ｃ　電源接続端子、
１１　注液部、１１ａ　注液口、１２　シース接続部、１３　シース基端台、
１４　折れ止めチューブ、１５　１８　１９　Ｏリング、１６　補強パイプ、
１７　第１の係止機構、１７ａ　突起、１７ｂ　突起、
１８　第２の係止機構、１８ａ　突起、１８ｂ　突起

【図１】 【図２】
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[问题]为了防止操作部和连接部的螺纹部分在处理期间松动和脱离旋转操
作，并且临时固定液体注入口的方向，以便不容易从液体注入工作的位
置移动。提供可以使用的内窥镜的治疗仪器。 解决方案：长圆柱形柔性
护套2和操作线3，操作线3插入柔性护套2的圆筒中并且可以通过被推拉
而在轴向方向上前后移动。设置在操作线3的远端处，设置在用于对受影
响区域进行处理的处理部分，用于使操作线3前进和后退的操作部分10，
以及柔性护套2和操作部分10之间。液体注入部分11设置有用于将液体输
送到该部分的液体注入口11a，以及用于通过螺纹连接液体注入部分11和
操作部分10的内窥镜用处理工具，提供锁定机构17以临时固定螺纹状
态。 [选择]图2
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